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（１）政治資金規正法について





 

（２）政治資金規正法等の改正に伴う主な変更事項について 

第１ 国会議員関係政治団体の代表者の責任の強化等に関する事項 

１ 代表者の監督責任（監督内容の具体化） 

【⑴、⑵については令和８年１月１日から、⑶～⑸までは令和８年分収支報告書（解散

分収支報告書を除く）から適用】 

⑴ 国会議員関係政治団体の代表者は、会計責任者を監督しなければならないこととさ

れたこと。 

⑵ 国会議員関係政治団体の代表者は、随時又は定期に、会計帳簿等を確認しなければ

ならないこととされたこと。 

⑶ 国会議員関係政治団体の会計責任者は、あらかじめ、代表者に対し、収支報告書等

を示して説明しなければならないこととされたこと。 

⑷ 国会議員関係政治団体の代表者は、確認書を会計責任者に交付しなければならない

こととされたこと。 

⑸ 国会議員関係政治団体の会計責任者は、確認書を収支報告書に添付しなければなら

ないこととされたこと。 

２ 監督義務違反に対する罰則の強化【令和８年１月１日から適用】 

収支報告書の不記載又は虚偽記入があった場合等において、罰則が強化されたこと。 

 

第２ 国会議員関係政治団体に係る政治資金監査の強化に関する事項 

１ 預貯金による政治資金の保管【令和８年１月１日から適用】 

国会議員関係政治団体の政治資金については、預貯金の方法により保管するものとさ

れたこと。 

２ 国会議員関係政治団体の範囲の拡充【令和８年１月１日から適用】 

⑴ いわゆる政策研究団体を「国会議員関係政治団体」とすることとされたこと。 

⑵ 国会議員関係政治団体以外の政治団体（政党及び政治資金団体を除く。）のうち、

各年中において同一の国会議員関係政治団体から受けた寄附の金額（国会議員関係政

治団体に係る公職の候補者が同一の者である２以上の国会議員関係政治団体から受

けた寄附にあっては、その金額の合計額）が 1,000 万円以上となった政治団体は、そ

の年及びその翌年において国会議員関係政治団体であるものとみなすこととされた

こと。 

３ 翌年への繰越しの金額の確認等 

【令和８年分収支報告書及び令和９年解散分収支報告書から適用】 

⑴ 国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書に記載すべき翌年への繰越しの
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⑴ 国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書に記載すべき翌年への繰越しの

金額が、残高確認書に記載された残高の額と一致しているかどうかを確認しなければ

ならないこととされたこと。 

⑵ 国会議員関係政治団体の会計責任者は、残高の額が一致しないことが判明したとき

は、差額説明書を作成しなければならないこととされたこと。 

 

第３ 収支報告書の公表に関する事項 

１ 国会議員関係政治団体に係る収支報告書等のオンライン提出の義務化 

【令和９年１月１日以降に提出する収支報告書から適用】 

国会議員関係政治団体に係る収支報告書等について、オンラインによる提出を義務付

けることとされたこと。 

２ 個人寄附者等の個人情報の保護 

【令和９年１月１日以後に提出される収支報告書から適用】 

収支報告書に記載された個人寄附者等の住所に係る部分を公表するときは、都道府県、

郡及び市町村の名称に係る部分に限って行うものとされたこと。 

 

第４ 政治資金パーティーに関する事項 

 １ 政治資金パーティーの対価支払者の氏名等の公開基準額の引下げ 

【令和９年１月１日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入で、同日以

後に収受されるものから適用】 

収支報告書における政治資金パーティーの対価の支払をした者の氏名等の公開基準

額を、現行の「20 万円超」から「５万円超」に引き下げることとされたこと。 

２ 政治資金パーティーの対価の支払方法の制限 

【令和８年１月１日以後に開催される政治資金パーティーに係る対価の支払で同日以

後に支払がなされるものから適用】 

政治資金パーティーを開催する者は、口座振込み以外の方法によってされる政治資金

パーティーの対価の支払を受けることができないこととされたこと。 

ただし、政治資金パーティーの開催日に開催場所においてする対価の支払等について

は、口座への振込み以外の方法によってすることができることとされ、遅滞なく、開催

者の預貯金口座に預け入れるものとされたこと。 

３ 外国人・外国法人等による政治資金パーティーの対価支払の禁止等 

【令和９年１月１日から開始】 

⑴ 外国人・外国法人等から政治資金パーティーの対価の支払を受けてはならないこと
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とされたこと。 

⑵ 外国人・外国法人等であることについて、これを偽って政治資金パーティーの対価

の支払をしてはならないこととされたこと。 

⑶ 政治資金パーティーの対価の支払を受けようとするときは、あらかじめ、当該対価

の支払をする者に対し、外国人・外国法人等から政治資金パーティーの対価の支払を

受けることができない旨を書面により告知するものとされたこと。 

 

第５ 寄附・支出に関する事項 

１ 政党から公職の候補者個人に対してされる寄附の禁止【令和９年１月１日から適用】 

政党がする公職の候補者個人への政治活動（選挙運動を除く。）に関する金銭等によ

る寄附について、これを禁止することとされたこと。 

２ 渡切りの方法による経費支出の禁止【令和８年１月１日から適用】 

政治団体の経費の支出は、当該政治団体の役職員又は構成員に対する渡切りの方法に

よっては、することができないものとされたこと。 

３ 外国人・外国法人等による政治活動に関する寄附関係【令和９年１月１日から適用】 

外国人・外国法人等であることについて、これを偽って政治活動に関する寄附をする

ことはできないこととされたこと。 

 

第６ 政党の選挙区支部に対する寄附をした場合の寄附金控除等に関する事項 

【令和８年１月１日から適用】 

公職の候補者が、政党の支部で選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設け

られるもののうち、その代表者が当該公職の候補者であるものに対して政治活動に関する

寄附をする場合においては、寄附金控除の特例及び所得税額の特別控除の適用対象となら

ないものとされたこと。 

※ここでは、今回の改正における主だった内容を抜粋して記載しております。詳細

については、「政治団体の手引き（令和７年 11 月）」、「政治団体の手引き（国

会議員関係政治団体に係る追補版）（令和７年 11 月）」及び総務省ホームペー

ジ（総務省トップ > 政策 > 選挙・政治資金制度 > 政治資金）を御覧ください。 
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（３）政治資金規正法に基づく各種届出について 

  事務所の移動や役員（代表者、会計責任者、会計責任者の職務代行者）の交代

などがあった場合は、異動届の提出漏れがないか一度御確認下さい。 

  届出の際に必要な書類は、「政治団体の手引き」の表紙裏面「政治団体の

主要な届出書類」の一覧表で確認できます。 

 

 

１ 届出事項の異動届（手引き p.15～19） 

次の事項に異動があった場合、異動年月日を明記したうえで、その異動の

日から７日以内に、「届出事項の異動届」を持参提出。 

①政治団体の名称 

②主たる事務所の所在地（郵便番号、住所、電話番号） 

③代表者（氏名(ふりがな)、郵便番号、住所、電話番号、生年月日） 

④会計責任者 

（氏名(ふりがな)、郵便番号、住所、電話番号、生年月日） 

⑤会計責任者の職務代行者 

（氏名(ふりがな)、郵便番号、住所、電話番号、生年月日） 

⑥その他設立届により届け出た事項（目的、活動を行う区域、規約等） 

代表者の変更があった場合は、新代表者名で届出をすること。 

 

２ 政治団体解散届（手引き p.20～21） 

政治団体が解散した場合、解散した日から30日以内（国会議員関係団体は

60日以内）に「政治団体解散届」及び解散日までの「収支報告書」を提出す

ること。 

なお、解散時の収支報告書の場合、「（その２０）宣誓書」には、会計責任

者に加え代表者の氏名の記載も必要（手引き p.91）。 

 

３ 資金管理団体の届出（手引き p.22～27） 

① 指定の届出 

   公職の候補者は、資金管理団体の指定をしたときは、その指定の日から

７日以内に、「資金管理団体指定届・宣誓書」により届け出ること。 
 

② 指定の取消及び届出事項の異動の届出 

   ①の届出をした者は、指定を取り消したとき又は届出事項に異動があっ

たときは、その取消の日又はその異動の日から７日以内に、「資金管理団

体指定取消届・宣誓書」又は「資金管理団体届出事項の異動届・宣誓書」

により届け出ること。 
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※ 設立届と資金管理団体指定届の両方で届出した項目「団体の名称」「主

たる事務所の所在地」「代表者の氏名」について異動があった場合は、

前記１の異動届と３－②の資金管理団体届出事項の異動届の両方が必

要。 

※ 「公職の種類」に異動があった場合は「資金管理団体届出事項の異動

届」が必要。 

例）○○市議会議員（候補者等）→○○市議会議員（現職） 
 

 ③ 解散した場合の届出 

   指定をした団体が解散した場合は、前記２の「政治団体解散届」と併せ

て『資金管理団体でなくなった旨の届』を提出すること。 

 

４ 押印義務見直しについて 

  令和３年２月１日より、①代表者の記名押印、②代表者の署名のほか、次 

のいずれかの方法で届出書類等を提出することも可能になりました。 

③届出等の名義人（代表者等）本人が届け出る場合には、本人確認書類（免

許証等。以下同じ。）の提示又は提出 

④代理人が届け出る場合には、当該代理人の権限を証する書面（代表者から

の委任状）及び本人確認書類の提示又は提出 

 

（４）収支報告書提出に係る留意事項について  

  収支報告書で使用する様式は、収支の内容により異なりますので、作成の

際はこの資料の１５ページの「収支報告書の提出様式」で、必要な様式を御

確認下さい。 

  収支報告書が完成しましたら、この資料の１１～１２ページの「収支報告

書チェックシート」で記入もれ等がないか確認してから提出してください。 

 

１ 収支報告書の提出義務者は会計責任者である（政治資金規正法（以下「法」

という。）第12条）。 

 

２ 令和７年１月１日～12月31日までの全ての収入及び支出について記載す

ること（法第12条）。 

 ⇒㊟収入及び支出が｢０円｣でも、収支報告書の提出は必要！ 

 

３ 「（その 20）宣誓書」の「会計責任者の氏名」欄は、記名押印又は署名と

し、署名は必ず会計責任者本人が自書すること。 

 ※ ただし、令和３年２月１日から、以下の方法によることも可能になりま 

した。 
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① 会計責任者本人が来庁のうえ提出する場合は、本人確認書類の提示又 

は提出 

② 代理人が来庁のうえ提出する場合は、会計責任者からの委任状及び本

人確認書類の提示又は提出 

 

４ 修正液や修正テープによる記載事項の訂正や削除は認められません。 

誤って記載したものを訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引きその上に

会計責任者の印を押すこと。（この場合の訂正印は「（その20）宣誓書」に押

したものと同一のもの） 

※ ただし、令和３年２月１日から、①会計責任者本人の署名、②会計責任 

者から訂正事務の委任を受けている旨の委任状がある場合は代理人の押 

印又は署名、による訂正も可能になりました。 

⇒報告書提出の際に訂正が必要となる場合がありますので、念のため上記の

者の印鑑をお持ちください。 

 

５ 報告書に添付する領収書や振込明細書等の写しはＡ４サイズの用紙にコ

ピーすること。（政治資金規正法施行規則第９条第４項）。 

  これらの領収書等の写しについては、（その 13）の支出項目ごとに分類・

整理し、収支報告書の記載順序に合わせて添付すること。（政治資金規正法

施行規則第９条第５項） 

 

なお、領収書等の写しをコピーする際の並べ方例を参考に記載します。 

 

 

     領収書を縦に並べる場合         横長の領収書の場合  

 

 

 

                       

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

○ 

  

 

 

  領 収 書 

令和○年○月○日  

           円 

○印  

 領  収  書  

令 和 ○年 ○月 ○日   

           円  

○印  

○ 
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６ 提出された収支報告書は県のホームページにそのまま掲載されるので、楷

書で丁寧に記載すること。 

 ※ 用紙をコピーした場合に用紙が傾いたり、訂正印を押した場合に訂正後

の文字が隠れたりしないようにしてください。 

 ※ PDFで読み込み処理を行うため、ホチキス留めでの提出はしないようお

願いします。 

 ※ 手書きの場合は鉛筆書きではなく、ボールペン等での記載をお願いいた

します。 

 

７ 収支報告書を期限までに提出しない場合や虚偽記載など、政治資金規正法

に違反した場合には罰則規定があります。（法第25条、第28条。手引きp.53）。 

 

８ 収支報告書を２年連続して提出しなかった場合は、設立届をしていない団

体とみなされ、政治活動のための寄附を受け、又は支出することが禁止され

ます（法第17条第２項）。 

 

９ 会計責任者は、会計帳簿、明細書、領収書等及び振込明細書を、収支報告

書が公表された日から３年を経過する日まで保存しなければなりません（法

第16条）。 
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事 務 連 絡 
令和７年 12 月 5 日 

 
各政治団体 御中 

 
山形県選挙管理委員会事務局   

 
政治資金収支報告書に係るお知らせ 

 
時下ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 
さて、令和７年分の収支報告書の作成に当たり御留意いただきたい事項等について、下

記のとおりお知らせいたしますので、御確認願います。 
 

記 

 

１ 収支報告書の様式について 

令和７年 12 月から、収支報告書の様式を変更しています。様式の電子データについて
は、山形県ホームページよりダウンロードすることができます。 

【掲載場所】山形県 HP > 県政情報 > 選挙 > 政治資金・政治団体 

  > 政治資金規正法各種届出様式及び収支報告書様式 

【URL】https://www.pref.yamagata.jp/910001/kensei/senkyo/dantai/ 

seijidantai/houkokushoyoushiki.html 

 

２ 収支報告書のオンライン（電子手続き）による提出について 

収支報告書はオンラインによる提出が可能です。概要については、山形県ホームペー
ジに掲載しております。 
※ 国会議員関係政治団体については、令和９年１月１日以降に提出する収支報告書（令

和８年中に解散した解散分収支報告書等も含む）から、オンラインによる提出が義務
化されます。そのため、令和７年分収支報告書からオンライン提出に努めていただく
ようお願いいたします。 

【掲載場所】山形県 HP > 県政情報 > 選挙 > 政治資金・政治団体 

 > 政治資金関係申請・届出オンラインシステムについて 

【URL】https://www.pref.yamagata.jp/910001/kensei/senkyo/dantai/ 

seijidantai/seijishikinsistem.html 

 

３ インターネットの利用による収支報告書の公表について 

山形県選挙管理委員会では、提出された収支報告書につきまして、インターネット上
で公表しております。 

PDF ファイル形式により報告書がそのまま公表されますので、見やすいように丁寧に
記載してください。用紙の傾きや訂正印による文字の潰れ等ないよう御注意ください。 

 

４ チェックシートについて 

別添の収支報告書のチェックシートを御活用ください。 
 
 
 村山地方事務局 TEL：023-621-8104 

最上地方事務局 TEL：0233-29-1212 

置賜地方事務局 TEL：0238-26-6100 

庄内地方事務局 TEL：0235-66-5417 

※いずれも各総合支庁総務課内にあります。 
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収支報告書チェックシート（令和７年分）（政治団体用） 

 

(様式) 
その 

確認箇所 チェック 

１ 

政治団体の名称、主たる事務所の所在地、代表者氏名、会計責任者氏名は届出と一致する
か。 

 

政治団体の名称のふりがな、事務担当者の氏名・電話番号は記載されているか。  
「令和○年○月○日開催分」に日付は入っていないか。（政治団体の収支報告書には不要）  
政治団体の区分は正しいか。（政党の支部・その他の政治団体・その他の政治団体の支部）  
活動区域の区分は正しいか。（県選管届出…同一の都道府県の区域内、総務大臣届出…2 以上の都道府県の区域等）  

資金管理団体の指定の有無及び資金管理団体の指定をした者の氏名の記入漏れはないか。  

公職の種類は正しいか。区分の記入漏れはないか。  

資金管理団体の指定の期間は合っているか。（年間を通じて資金管理団体の場合、記載不要）  
国会議員関係政治団体の場合は国会議員関係政治団体の区分及び公職の候補者の氏名の記
入漏れはないか。 

 

国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間は合っているか。 
（年間を通じて国会議員関係政治団体の場合、記載不要） 

 

２ 

収支の総括表は記載があるか。（「０」であっても空欄にしないこと）  
収支の総括表の計算は正しいか。(収入総額（本年収入額＋前年繰越額）－支出総額＝翌年への繰越額)  
前年繰越額は前年の収支報告書の（その２）翌年への繰越額と一致するか。  
本年収入額は内訳と一致するか。（党費会費＋寄附＋事業収入＋借入金＋交付金収入＋その他の収入）  
支出総額は（その 13）の合計と一致するか。  
党費又は会費を納入した員数の記載漏れはないか。  
寄附の総括欄の小計・合計の記載漏れ及び計算ミスはないか。  
寄附金額は（その７）の内訳の合計に一致するか。  

５ 
政治団体の名称は正式名称で記載しているか。(×自民党、共産党 ○自由民主党、日本共産党)   
交付金を受けることができる団体か。(同一組織間のやりとりでなければ該当しない)  
年月日欄には年から記載されているか。（月日のみは不可）  

６ 摘要欄に記載があるものについて、金額の記載漏れはないか。  

７ 

寄附者の区分の記入漏れはないか。（個人・法人その他の団体・政治団体はそれぞれ別葉）  
寄附者は寄附者の区分と合っているか。  
寄附の内訳が数頁に及ぶ場合、合計は区分ごとの最終頁にのみ記載してあるか。  
資金管理団体でないのに、特定寄附の記載がないか。  
政党の支部でないのに、法人その他の団体から寄附を受けていないか。  
年月日欄には年から記載されているか。（月日のみは不可）  
寄附者の住所の漏れがないか。（番地まで記載すること。県外の場合は県名から記載すること）  
法人その他の団体にあっては、“主たる事務所（本社等）の所在地”が記載されているか。  
寄附者の職業（団体にあっては代表者の氏名）の漏れはないか。  
複数件の寄附を 1 行にまとめていないか。  
寄附金控除を受けようとする寄附はないか。ある場合は５万円以下であっても記載されて
いるか。 

 

13 

政治活動費の各項目について、それぞれ（その 15）の内訳の合計と一致するか。  
２の⑶の「機関紙誌の発行その他の事業費」の合計額は記載されているか。  
交付金の支出（その 16）がある場合、備考欄に記載されているか。  
「経常経費」と「政治活動費」の小計の計は、「合計」と一致するか。  

14 

※ 資金管理団体及び国会議員関係政治団体のみ提出が必要 
 年月日欄には年から記載されているか。（月日のみは不可） 

 

【資金管理団体又は１年のうち資金管理団体であったことのある政治団体の場合】 
人件費を除く５万円以上の支出について明細を記載するとともに、領収書の添付漏れがない

か。 
【国会議員関係政治団体又は１年のうち国会議員関係政治団体であったことのある政治団体の場合】 

人件費を除く１万円を超える支出について明細を記載するとともに、領収書の添付漏れがな
いか。 
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15 

【国会議員関係政治団体以外の政治団体の場合】 
５万円以上の支出について明細を記載するとともに、領収書の添付漏れがないか。 

【国会議員関係政治団体又は１年のうち国会議員関係政治団体であったことのある政治団体の場合】 
１万円を超える支出について明細を記載するとともに、領収書の添付漏れがないか。 

 

項目別区分欄は、（その 13）の各項目に記載のものと一致しているか。  
金額、支出年月日、支出を受けた者の氏名（団体にあってはその名称）について、記載内容
が領収書と一致しているか。 

 

支出の内訳が数頁に及ぶ場合、合計は区分ごとの最終頁にのみ記載しているか。  

年月日欄には年から記載されているか。（月日のみは不可）  

支出を受けた者の氏名及び住所欄に記入漏れはないか。  

複数件の支出を１行にまとめていないか。  

寄附金について、選挙区内の団体又は個人に対して支出していないか。  

政治団体に対する寄附に関して、政治団体名は正式名称で記載してあるか。  
本部・支部間、支部・支部間における支出(交付金)について、(その 16)を追加作成してい
るか。 

 

16 

同一組織ではない団体への支出が記載されていないか。(交付金は本部・支部間、支部・支
部間等のやりとりをいう) 

 

支出項目欄は、（その 13）の各項目に記載のものと一致しているか。  
合計額は（その 13）の備考欄記載の金額と一致するか。  

年月日欄には年から記載されているか。（月日のみは不可）  
「寄附・交付金」以外にも、交付金に該当する支出はないか。(支出項目が「組織活動費」
や「選挙関係費」の場合も、本部・支部間、支部・支部間における支出は(その 16)におけ
る交付金に該当する。) 

 

17 チェック漏れはないか。  

18 
（その 17）で「有」にチェックのある項目について、添付があるか。  
項目別区分の記載漏れはないか。  
年月日欄には年から記載されているか。（月日のみは不可）  

19 （その 17）ア～ウを「有」とした資金管理団体は、記載しているか。項目別区分の記載はあるか。  

20 

領収書が添付されている場合、１に○がついているか。  
国会議員関係政治団体については、政治資金監査報告書が添付されているか。その場合、
３に○がついているか。 

 

日付に関して、届出日以前かつ（報告年の次の年の）１月１日以降の日付になっているか。 
国会議員関係政治団体については、政治資金監査報告書の日付より後になっているか。 

 

政治団体の名称及び会計責任者の氏名は記載されているか。（その１）と一致するか。  
会計責任者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が
提出する場合にあっては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出
を行っているか。 
ただし、会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでない。 

 

政治団体の解散に伴う収支報告書の場合、代表者の氏名は記載されているか。  
政治団体の解散に伴う収支報告書の場合、代表者及び会計責任者本人が提出する場合にあ
っては本人確認書類の提示又は提出を、これらの者の代理人が提出する場合にあっては当
該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を行っているか。 
ただし、代表者及び会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでない。 

 

領
収
書 

領収書には、日付、金額、支出目的の記載があるか。  
領収書の添付されていない支出の内訳について、領収書等を徴し難かった支出の明細書の
記載があるか。 

 

領収書に代わるものとして添付された銀行振込の明細書について、会計責任者による支出目的の記載
又は振込明細書に係る支出目的書への記載があるか。 

 

１、２、17、20 は常に必要なので、これらの様式で提出の無いものはないか。 
記載のない様式については、提出不要。 
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 提出期限及び持参書類等について  
 

○ 提出期限 令和８年３月 31 日（火） 

       但し、国会議員関係政治団体は６月１日（月） 

○ 提出場所  山形県選挙管理委員会村山地方事務局 

（山形県村山総合支庁本庁舎２階 総務課内） 

に持参してください。 

○ 持参していただくもの 

１) 令和７年分収支報告書 

２) 領収書等の写し 

【国会議員関係政治団体以外】 

①政治活動費１件５万円以上の支出に係るもの 

②資金管理団体の場合は、①に加え人件費以外の経常経費で１件５万円以上の 

支出に係るもの 

  【国会議員関係政治団体】 

・経常経費の人件費以外で１件１万円を超える支出に係るもの 
 

３) 会計責任者の印鑑（（その 20）宣誓書に押印した場合はその印鑑） 

 （会計責任者からの委任状がある場合は代理人の印鑑でも可） 

４）来庁者の本人確認書類（免許証等） 

５）代理人において会計責任者からの委任状がある場合は当該委任状 
    

○ その他留意事項 

①  各団体で報告書の控えが必要な場合は、写しを持参していただければ、受付印

を押印します。 

② 各団体の登録事項に変更があり未届けの場合は、直ちに異動届等の提出が必要

となりますので御留意ください。この場合、来庁者が届出等の名義人（代表者等）

でない場合は代表者等の印又は代表者等からの委任状が必要です。 

③ 団体を解散する場合は、政治団体解散届と解散する年の収支報告書が必要にな

ります。この場合、収支報告書の（その 20）宣誓書には会計責任者と共に代表者

の「氏名の記載」が必要になります。 
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各政治団体の会計責任者の皆様へ 

令 和 ７ 年 1 1 月 

山形県選挙管理委員会 

村 山 地 方 事 務 局 

 

西村山・北村山の「出張受付日」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 1) 上記出張受付日は本庁舎には担当者が不在となりますので、相談対応等は

できかねます。 

2) 出張受付日以外は村山総合支庁本庁舎（山形市鉄砲町）での受付となり、

西村山・北村山地域振興局での受付はできませんので御注意ください。 

3) 出張受付会場では、該当地区に限らず、村山管内全域の団体について受付

をいたします。 

4) 天候や時間帯により混み合った場合、多少お待ちいただくことがあります

ので予め御了承ください。(特に午前、午後の受付開始時) 

 

西村山 ①令和８年２月12日（木） 

②令和８年３月12日（木）  

        ◆会場 ⇒村山総合支庁西村山地域振興局101会議室（西棟１階） 

…………………………………………………………………………………………………………… 

北村山 ①令和８年２月13日（金） 

       ②令和８年３月13日（金） 

◆会場 ⇒村山総合支庁北村山地域振興局102会議室（１階） 

………………………………………………………………………………………

○持参していただくもの 
・ 令和７年分収支報告書 

・ 領収書等の写し 

【国会議員関係政治団体以外】 
①政治活動費１件５万円以上の支出に係るもの 

②資金管理団体の場合は、①に加え人件費以外の経常経費で１件５万円以上の 

支出に係るもの 

   【国会議員関係政治団体】 
経常経費の人件費以外で１件１万円を超える支出に係るもの 

・ 会計責任者の印鑑（（その 20）宣誓書に押印した場合はその印鑑） 
 （会計責任者からの委任状がある場合は代理人の印鑑でも可） 

・ 来庁者の本人確認書類（免許証等） 

・ 代理人において会計責任者からの委任状がある場合は当該委任状 

 

受付時間 １０：００～１５：００ 
（12:00～13:00 は休憩します） 

受付時間 １０：００～１５：００ 
（12:00～13:00 は休憩します） 
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個

人
の

負
担

す
る

党
費

又
は

会
費

円

　
　

金
　

　
　

　
　

額
人

　
　

員
　

　
　

　
　

数

（
２

）
寄

附

ア
　

寄
附

（
イ

を
除

く
。

）
の

区
分

円

（
ア

）
個

人
か

ら
の

寄
附

　
　

　
（

う
ち

特
定

寄
附

）
（

）

（
イ

）
法

人
そ

の
他

の
団

体
か

ら
の

寄
附

（
ウ

）
政

治
団

体
か

ら
の

寄
附

小
計

　
(
ア

)
＋

(
イ

)
＋

(
ウ

)

（
寄
附
の
う
ち
寄
附
の
あ
っ
せ
ん
に
よ
る
も
の
）

（
）

イ
　

政
党

匿
名

寄
附

合
計

（
ア

＋
イ

）

収
　
支
　
の
　
状
　
況

金
　

　
　

額
備

　
考

（
前
年
か
ら
の
繰
越
額
）
と
（
本
年
の
収
入

額
）
の
合
計
と
不
一
致

支
出
総
額
＞
収
入
総
額

と
な
っ
て
い
る

小
計
（
ア
）
＋
（
イ
）
＋
（
ウ
）
の
漏
れ

合
計
（
ア
＋
イ
）
の
漏
れ

２
収
入
項
目
別
金
額
の
内
訳
（
1）
～
（
6）

の
合
計
と
不
一
致

（
そ
の
13
）
の
合
計
と
不
一
致

記
入
漏
れ

→
0円
の
場
合
で
も

「
0」
と
記
入
す
る
こ

と

（
そ
の
7）
と
不
一
致

17



（
そ
の
３
）

事
業

の
種

類
備

　
　

　
考

円

こ
の

頁
の

小
計

合
計

金
　

　
　

　
　

　
　

額

（
３

）
機

関
紙

誌
の

発
行

そ
の

他
の

事
業

に
よ

る
収

入

18



（
そ
の
４
）

借
　

入
　

先
備

　
　

　
考

円

こ
の

頁
の

小
計

合
計

金
　

　
　

　
　

　
　

額

（
４

）
借

入
金

19



（
そ
の
５
）

交
付
金
を
供
与
し
た
本
部
又
は
支
部
の
名
称

年
月
日

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

備
　
考

円

こ
の

頁
の

小
計

合
計

金
　
　
　
　
　
　
　
額

（
５

）
本

部
又

は
支

部
か

ら
供

与
さ

れ
た

交
付

金
に

係
る

収
入

・
交
付
団
体
の
抜
け
、
誤
り

・
正
式
名
称
で
は
な
い

交
付
年
月
日
の
誤
り

県
外
の
住
所
の
場
合
に
県
名
抜
け

（
以
下
同
様
）

相
手
方
（
交
付
元
）
の
収
支
報
告
書
と
の
不
一
致

※
金
額
・
日
付
の
不
一
致
、
一
方
に
は
記
載
あ
る
が
、
一
方
に
は

記
載
が
な
い
等

20



（
そ

の
６

）

摘
　
　
　
要

備
　
　
　
考

円

こ
の

頁
の

小
計

１
件

１
０

万
円

未
満

の
も

の

合
計

金
　
　
　
　
　
　
　
額

（
６
）
そ
の
他
の
収
入

収
入
年
月
日
抜
け

１
件
10
万
円
未
満
の
も
の
が

記
載
さ
れ
て
い
る
。

→
1件
10
万
円
未
満
の
も
の
は

「
1件
10
万
円
未
満
の
も
の
」

欄
に
ま
と
め
て
記
載
す
る
こ

と

21



（
そ
の
７
）

寄
附
者
の
氏
名
（
団
体
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
）

年
月
日

住
所

（
団

体
に

あ
っ

て
は

、
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
）

職
業

（
団

体
に

あ
っ

て
は

、
代

表
者

の
氏

名
）

備
　
考

円

こ
の

頁
の

小
計

そ
の

他
の

寄
附

合
計

（
７

）
寄

附
の

内
訳

金
　
　
　
　
　
　
　
額

寄
附
者
の
区
分

寄
附
者
の
区
分
抜
け

※
「
個
人
」
、
「
法
人
そ
の
他
の
団

体
」
、
「
政
治
団
体
」
の
い
ず
れ
か
を

記
載
す
る
こ
と

・
（
個
人
の
場
合
）
職
業
抜
け

・
（
団
体
の
場
合
）
代
表
者
氏
名
抜
け

こ
の
頁
の
小
計
漏
れ

合
計
漏
れ

寄
附
者
の
抜
け
、
誤
り

寄
附
年
月
日
の
誤
り

政
治
団
体
の
本
部
又
は
支
部
か
ら
供
与
さ

れ
た
交
付
金
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

→
交
付
金
は
（
そ
の
5）
に
記
載
す
る
こ
と

相
手
方
（
寄
附
元
）
の
収
支
報
告
書
と
の
不
一
致

※
金
額
・
日
付
の
不
一
致
、
一
方
に
は
記
載
が
あ
る
が
、
一
方

に
は
記
載
が
な
い
等

22



（
そ

の
８

）

寄
附

者
の

あ
っ

せ
ん

者
の

氏
名

（
団

体
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
名

称
）

提
　

供
年

月
日

集
め

た
期

　
間

住
所

（
団

体
に

あ
っ

て
は

、
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
）

職
業

（
団

体
に

あ
っ

て
は

、
代

表
者

の
氏

名
）

備
　

考

円

こ
の

頁
の

小
計

そ
の

他
の

寄
附

合
計

（
８
）
寄
附
の
う
ち
寄
附
の
あ
っ
せ
ん
に
よ
る
も
の
の
内
訳

寄
附

の
あ

っ
せ

ん
者

の
区

分

金
　

　
　

　
　

　
　

額

23



（
そ
の
９
）

政
党

匿
名

寄
附

を
受

け
た

場
所

年
月
日

備
　
考

円

こ
の

頁
の

小
計

合
計

金
　
　
　
　
　
　
　
額

（
９

）
政

党
匿

名
寄

附
の

内
訳

24



（
そ
の
１
０
）

特
定
パ
ー
テ
ィ
ー
の
名
称

対
価

の
支

払
を

し
た

者
の

数
開

　
催

年
月

日
開

催
場

所
備
　
考

円

こ
の

頁
の

小
計

合
計

対
価
に
係
る
収
入
の
金
額

（
１

０
）

機
関

紙
誌

の
発

行
そ

の
他

の
事

業
に

よ
る

収
入

の
う

ち
特

定
パ

ー
テ

ィ
ー

の
対

価
に

係
る

収
入

の
内

訳

25



（
そ
の
１
１
）

対
価

の
支

払
を

し
た

者
の

氏
名

（
団

体
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
名

称
）

年
月

日
住

所
（

団
体

に
あ

っ
て

は
、

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

）
職

業
（

団
体

に
あ

っ
て

は
、

代
表

者
の

氏
名

）
備
　
考

円

こ
の

頁
の

小
計

合
計

金
　
　
　
　
　
　
　
額

（
１

１
）

政
治

資
金

パ
ー

テ
ィ

ー
の

対
価

に
係

る
収

入
の

内
訳

政
治

資
金

パ
ー

テ
ィ

ー
の

名
称

対
価

の
支

払
を

し
た

者
の

区
分

26



（
そ
の
１
２
）

対
価

の
支

払
の

あ
っ

せ
ん

者
の

氏
名

（
団

体
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
名

称
)

提
　

供
年

月
日

集
め

た
期

　
間

住
所

（
団

体
に

あ
っ

て
は

、
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
）

職
業

（
団

体
に

あ
っ

て
は

、
代

表
者

の
氏

名
）

備
　
考

円

こ
の

頁
の

小
計

合
計

金
　
　
　
　
　
　
　
額

（
１
２
）
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
に
係
る
収
入
の
う
ち
対
価
の

　
　
　
　
支
払
の
あ
っ
せ
ん
に
よ
る
も
の
の
内
訳

政
治

資
金

パ
ー

テ
ィ

ー
の

名
称

対
価

の
支

払
の

あ
っ

せ
ん

者
の

区
分

27



（
そ

の
１

３
）

３
　

支
出

項
目

別
金

額
の

内
訳

備
　

　
　

考
円

ア
機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
費

イ
宣
伝
事
業
費

ウ
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
開
催
事
業
費

エ
そ
の
他
の
事
業
費

(
注

)
　

「
（

3
）

機
関

紙
誌

の
発

行
そ

の
他

の
事

業
費

」
の

右
欄

に
は

ア
～

エ
の

合
計

を
記

入
す

る
こ

と

　
(
3
)
機

関
紙

誌
の

発
行

そ
の

他
の

事
業

費

　
(
4
)
調

査
研

究
費

　
(
5
)
寄

附
・

交
付

金

　
(
6
)
そ

の
他

の
経

費

小
　

　
　

計

合
　

　
　

　
　

計

　
(
3
)
備

品
・

消
耗

品
費

　
(
4
)
事

　
務

　
所

　
費

小
　

　
　

計

２
　

政
治

活
動

費

　
(
1
)
組

織
活

動
費

　
(
2
)
選

挙
関

係
費

金
　

　
　

　
　

　
　

額

（
１

）
支

出
の

総
括

表

１
　

経
　

常
　

経
　

費

　
(
1
)
人

　
　

件
　

　
費

　
(
2
)
光

　
熱

　
水

　
費

項
　

　
目

（
３
）
に
ア
～
エ
の
合
計
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い

小
計
の
和
と
合
計
が
不
一
致

（
そ
の
14
）
と
不
一
致

（
そ
の
15
）
と
不
一
致

小
計
漏
れ

（
そ
の
16
）
の
本
部
又
は

支
部
に
対
し
て
供
与
し
た

交
付
金
の
額
の
記
載
漏
れ

※
項
目
ご
と
に
「
備
考
」

欄
に
記
載
す
る
こ
と
（
小

計
の
備
考
に
も
）

小
計
漏
れ

28



（
そ
の
１
４
）

支
出
の
目
的

年
月
日

支
出

を
受

け
た

者
の

氏
名

（
団

体
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
名

称
）

支
出

を
受

け
た

者
の

住
所

（
団

体
に

あ
っ

て
は

、
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
）

備
　
考

円

こ
の

頁
の

小
計

そ
の

他
の

支
出

合
計

（
２

）
経

常
経

費
（

人
件

費
を

除
く

。
）

の
内

訳
項
目
別
区
分

金
　
　
　
　
　
　
　
額

項
目
別
区
分
の
抜
け
、
誤
り

※
（
そ
の
13
）
に
あ
る
経
常
経
費
の

項
目
名
（
ex
.「
光
熱
水
費
」
）
と
一

致
さ
せ
る
こ
と

小
計
、
そ
の
他
の
支
出
、

合
計
の
記
載
漏
れ

領
収
書
の
内
容
と
の
不
一
致

※
金
額
、
年
月
日
、
住
所
等
、
必
ず
領
収
書
の
記
載
と
一
致
さ
せ
る
こ
と

29



（
そ
の
１
５
）

支
出
の
目
的

年
月
日

支
出

を
受

け
た

者
の

住
所

（
団

体
に

あ
っ

て
は

、
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
）

備
　
考

円

こ
の

頁
の

小
計

そ
の

他
の

支
出

合
計

（
　
　
　
　
　
　
）

支
出

を
受

け
た

者
の

氏
名

（
団

体
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
名

称
）

（
３

）
政

治
活

動
費

の
内

訳
項
目
別
区
分

金
　
　
　
　
　
　
　
額

項
目
別
区
分
の
抜
け
、
誤
り

※
（
そ
の
13
）
に
あ
る
政
治
活
動

費
の
項
目
名
（
ex
.「
組
織
活
動

費
」
）
と
一
致
さ
せ
る
こ
と

「
寄
附
・
交
付
金
」
の
場
合
、
寄
附
・
交
付
先

の
抜
け
、
誤
り

「
寄
附
・
交
付
金
」
の
場
合
、

寄
附
・
交
付
年
月
日
の
誤
り

（
）
内
の
小
分
類
抜
け

領
収
書
の
内
容
と
の
不
一
致

※
金
額
、
年
月
日
、
住
所
等
、
必
ず
領
収
書
の
記
載
と
一
致
さ
せ
る
こ
と

小
計
、
そ
の
他
の
支
出
、

合
計
の
記
載
漏
れ

30



（
そ
の
１
６
）

支
出

項
目

年
月
日

交
付

金
の

供
与

を
受

け
た

本
部

又
は

支
部

の
名

称
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
備
　
考

円

こ
の

頁
の

小
計

合
計

金
　
　
　
　
　
　
　
額

（
４

）
本

部
又

は
支

部
に

対
し

て
供

与
し

た
交

付
金

に
係

る
支

出
の

内
訳

支
出
項
目
誤
り

※
（
そ
の
13
）
の
項
目
名
（
ex
.「
寄
附
・

交
付
金
」
）
と
一
致
さ
せ
る
こ
と

交
付
年
月
日
の
誤
り

・
交
付
先
の
抜
け
、
誤
り

・
正
式
名
称
で
な
い

本
部
又
は
支
部
に
対
し
て
供
与
し
た
交
付
金
が

あ
る
の
に
提
出
が
な
い

※
交
付
金
が
あ
る
場
合
は
（
そ
の
15
）
、
（
そ

の
16
）
の
両
方
に
記
載
が
必
要
（
（
そ
の
16
）

は
1件
あ
た
り
5万
円
未
満
の
も
の
も
記
載
が
必

要
）

31



（
そ
の
１
７
）

１
　
資
産
等
の
総
括
表

有
無

備
考

ア
土
地

□
□

イ
建
物

□
□

ウ
建
物
の
所
有
を
目
的
と
す
る
地
上
権
又
は
土
地
の
賃
借
権

□
□

エ
取
得
の
価
額
が
１
０
０
万
円
を
超
え
る
動
産

□
□

オ
預
金
（
普
通
預
金
及
び
当
座
預
金
を
除
く
。
）
又
は
貯
金
（
普
通
貯
金
を
除
く
。
）

□
□

カ
金
銭
信
託

□
□

キ
有
価
証
券

□
□

ク
出
資
に
よ
る
権
利

□
□

ケ
貸
付
先
ご
と
の
残
高
が
１
０
０
万
円
を
超
え
る
貸
付
金

□
□

コ
支
払
わ
れ
た
金
額
が
１
０
０
万
円
を
超
え
る
敷
金

□
□

サ
取
得
の
価
額
が
１
０
０
万
円
を
超
え
る
施
設
の
利
用
に
関
す
る
権
利

□
□

シ
借
入
先
ご
と
の
残
高
が
１
０
０
万
円
を
超
え
る
借
入
金

□
□

資
産

等
の

状
況

資
　
　
産
　
　
等
　
　
の
　
　
有
　
　
無 資

　
産
　
等
　
の
　
項
　
目
　
別
　
区
　
分

32



（
そ
の
１
８
）

２
　
資
産
等
の
項
目
別
内
訳

摘
　

要
年
月
日

備
　
考

円

金
　
　
　
　
　
　
　
額

項
目
別
区
分

資
　

産
　

等
　

の
　

内
　

訳

33



（
そ
の
１
９
）

３
　
不
動
産
の
利
用
の
現
況

　
項
目
別
区
分

使
用
者
と
当
該
資
金
管
理

団
体
及
び
そ
の
代
表
者
と

の
関
係

使
用
者
ご
と
の
用
途

使
用
者
ご
と
の
使
用
面
積

使
用
者
ご
と
の
使
用
の
対

価
の
価
額

　
不
　
動
　
産
　
の
　
内
　
訳

摘
　
　
　
要

利
　
　
　
　
　
　
　
用
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
現
　
　
　
　
　
　
　
況

用
　
　
　
途

事
務
所
以
外
の
用
に
供
し
て
い
る
場
合
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（
そ
の
２
０
）

添
　

付
　

書
　

類
（

別
添

の
と

お
り

）

１
　

領
収

書
等

の
写

し

２
　

監
査

意
見

書
（

政
党

及
び

政
治

資
金

団
体

に
限

る
。

）

３
　

政
治

資
金

監
査

報
告

書
（

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

に
限

る
。

）

４
　

確
認

書
（

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

に
限

る
。

）

　
こ

の
報

告
書

は
、

政
治

資
金

規
正

法
に

従
っ

て
作

成
し

た
も

の
で

あ
っ

て
、

真
実

に
相

違
あ

り
ま

せ
ん

。

令
和

　
　

年
　

　
月

　
　

日

政
治

団
体

の
名

称

会
計

責
任

者
の

氏
名

※
代

表
者

の
氏

名

宣
　
　
　
誓
　
　
　
書

（
備
考
）

　
１
　
会
計
責
任
者
本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、
そ
の
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
代
理

　
　
人
の
権
限
を
証
す
る
書
面
及
び
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
会
計
責
任
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
場

　
　
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
２
　
政
治
団
体
の
解
散
に
伴
う
報
告
書
の
場
合
は
、
会
計
責
任
者
の
氏
名
の
他
、
代
表
者
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
。
ま
た
、
代
表
者
及
び
会
計
責
任

　
　
者
本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、
こ
れ
ら
の
者
の
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
代
理
人

　
　
の
権
限
を
証
す
る
書
面
及
び
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
を

　
　
講
ず
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

「
１
領
収
書
等
の
写
し
」
の
「
〇
」
の
付
け
忘
れ

宣
誓
年
月
日
の
抜
け
、
誤
り
（
ex
.昨
年

の
日
付
に
な
っ
て
い
る
）

政
治
団
体
の
名
称
の
抜
け
、
誤
り

団
体
を
解
散
す
る
場
合
の
み
記
載
が

必
要

新
様
式
に
て
新
た
に
追

加
と
な
っ
た
項
目
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第
１

５
号

様
式

項
　

目
摘

　
要

円

（
備

考
）

　
１

　
こ

の
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
と

す
る

こ
と

。
　

２
　

会
計

責
任

者
本

人
が

提
出

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
本

人
確

認
書

類
の

提
示

又
は

提
出

を
、

そ
の

代
理

人
が

提
出

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
当

該
代

理
人

の
権

限
　

　
を

証
す

る
書

面
及

び
本

人
確

認
書

類
の

提
示

又
は

提
出

を
行

う
こ

と
。

た
だ

し
、

会
計

責
任

者
本

人
の

署
名

そ
の

他
の

措
置

を
講

ず
る

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
　

　
な

い
。

支
出

の
目

的

領
収

書
等

を
徴

し
難

か
っ

た
支

出
の

明
細

書

政
治

団
体

の
名

称

会
計

責
任

者
の

氏
名

年
月

日
領

収
書

等
を

徴
し

難
か

っ
た

事
情

金
　
　
　
額

支
出
項
目
誤
り

※
（
そ
の
13
）
の
項
目
名
（
ex
.「
組
織
活
動

費
」
）
と
一
致
さ
せ
る
こ
と
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第
１
６
号
様
式

項
　

　
　

目
摘

　
　

　
要

政
治

団
体

の
名

称

支
出

の
目

的

振
込

明
細

書
に

係
る

支
出

目
的

書

支
出
項
目
誤
り

※
（
そ
の
13
）
の
項
目
名
（
ex
.「
組
織
活
動
費
」
）

と
一
致
さ
せ
る
こ
と
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◎
領
収
書
関
連

・領
収
書
に
支
出
目
的
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
（
不
明
瞭
な
も
の
を
含
む
）
。

・領
収
書
の
あ
て
先
が
当
団
体
で
は
な
い
（
個
人
あ
て
、団
体
名
が
誤
っ
て
い
る
等
）
。

・領
収
書
の
あ
て
先
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

◎
振
込
明
細
書
関
連

・支
出
目
的
の
記
載
が
な
い
振
込
明
細
書
の
写
し
に
つ
い
て
、

①
（
第
１
６
号
様
式
）
支
出
目
的
書
の
添
付
、又
は
②
振
込
明
細
書
の
写
し
の
余
白
へ
の
会
計
責
任

者
に
よ
る
支
出
目
的
の
追
記
、が
な
い
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